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LPガス高騰対策緊急支援事業補助金 

（通称：LPガス支援補助金） 

申 請 要 領   
 

■ 募集期間  

第８回募集 受 付 開 始 ： 令和８年４月 20日（月） 

受 付 期 限 ： 令和８年７月 15日（水）必着  

 ※本補助金は、すべての申請書が揃ってから、予算の範囲内で交付金額を決定したの 

ち、支払う予定としています。そのため、補助金が支払われるのは、８月以降とな 

る見込みです。 

※持参の場合は、提出先（新潟県 LP ガス協会）の営業時間内に提出してください。 
 

■  申請書類の提出先  

 新潟県ＬＰガス協会 

※申請先や申請方法については、５～６ページをご覧ください。 
 

■ 問い合わせ先 

  ＬＰガス高騰対策緊急支援事業補助金事務局 

（電話番号） ０２５－２１０－５５２０ 

（メール)     ngt-shiengk@shirt.ocn.ne.jp 

（受付時間） ９時から 17時まで（土日祝日及び 12時～13時を除く） 
 
 
■ ご注意・ご連絡事項 

・本事業に係る申請については、締切までに十分な余裕をもって申請してくださ

い。 

・申請に際しては、書類等の添付漏れがないよう確認の上、提出くださいますよう

お願いします。 

・申請受付状況等により、申請書の受付から支払いまで相当の時間を要する場合が

あります、あらかじめご了承ください。 

・本申請要領及び申請書類一式は新潟県ホームページからダウンロードできます。  

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/lpgashojyo.html 

  ※新潟県ホームページには随時、補足事項やＱ＆Ａ等、情報を更新・追加する場合があ

りますので、申請時には最新情報をご確認ください。 
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「重要事項」についてのご説明 

 

本補助金に係る重要事項を以下のとおりご案内いたしますので、必ずご確認のうえ、ご理解い

ただいたうえでの申請をお願いいたします。  

  
１ 本補助金事業は、「新潟県補助金等交付規則（昭和 32年 2月 12日新潟県規則第 7号）」 

に基づき実施されます。  

申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合には、補助金交付決定の取消・返還命令等を行うこと

があります。  

 
２ 関係書類は５年間保存しなければなりません。  

事業者は、申請日の属する年度の終了後５年間、県や国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求

めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。  

この期間に、会計検査院による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金を受けた者の義務として応

じなければなりません。また、検査等の結果、仮に、補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わな

ければなりません。 

 
３ 個人情報の使用目的  

提供いただいた個人情報は、以下の目的のため、県及び新潟県ＬＰガス協会との間で共有します。  

（１）補助金事業の適正な執行のために必要な連絡  

（２）経営活動状況等を把握するための調査 

（３）その他補助金事業の遂行に必要な活動 

 
４ その他  

申請者は、本申請要領及び補助金交付要綱等に記載のない細部については、県からの指示に従うものとし

ます。   



3 

Ⅰ 本事業について 
 

１ 事業の目的   

 

エネルギー価格が高騰する状況の中で、ＬＰガス価格高騰の影響が大きい県内中小事業者等 

に対して支援を行うものです。 

 

２ 補助対象者  

 

本補助の補助対象者は、次の（１）から（５）に掲げる要件をいずれも満たす者です。 

 

（１） 新潟県内に主たる事業所等を有する中小企業等（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４

号）第２条に定めるもの又はこれらを構成員とする団体等若しくはこれらに準じるもの（ただし、

法人格のない任意団体を除く。） 

 

［中小企業基本法に定める中小企業の範囲］  

業種 資本金 
従業員数 

（常勤） 

製造業、建設業、運輸業 ３億円 300人 

卸売業 １億円 100人 

サービス業 

（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く） 
5,000万円 100人 

小売業 5,000万円 50人 

ゴム製品製造業 

（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業

用ベルト製造業を除く） 

３億円 900人 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円 300人 

旅館業 5,000万円 200人 

その他の業種（上記以外） ３億円 300人 

※個人事業主も含みます   

※本社が県外にある場合は、主たる事業所が県内にあれば対象となります。 

 

[中小企業を構成員とする団体若しくはこれらに準じるもの] 

 （例） 事業協同組合、企業組合、協業組合など 

 

（2）「みなし大企業」に該当しないこと 

 

本補助金の対象外となるみなし大企業とは、次のいずれかに該当する中小企業です。 

a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企

業  

b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業  

c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業 
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（３）公序良俗に反する事業及び公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される

事業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第５項及び同条第 13項第２号により定める事業等）に該当しないこと 
 
（４）次の①～⑦に掲げる「「LPガス高騰対策緊急支援事業補助金」の交付を受ける者として不適

当な者」のいずれにも該当しない者であること 
 
①暴力団（新潟県暴力団排除条例（平成 ２３ 年新潟県条例第 ２３ 号。以下「条例」 という。）第２条第１号

に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

②暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

③役員等（法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有

する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をい

う。）が暴力団員である者 

④暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

⑤自己、その属する法人、法人以外の 団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

⑥暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給する等暴力団の維持又は運営に協力

し、又は関与している者 

⑦その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 

 

３ 補助額等  

 

本補助金に係る補助額等は以下のとおりです。  

補助額 

令和８年１月から３月までに使用した LPガス使用量に以下の単価を乗

じた額 

●令和８年１月～２月使用量：10.2円/㎥（4.7円/kg） 

●令和８年３月使用量：3.4円/㎥（1.6円/kg） 

※ 各月の補助額の合計に小数点以下の値が生じた場合は切り捨てとします。 

※補助金の額に上限は設けませんが、予算額を超える申請があった場合は、単価を調整し 

補助金の額を減額調整する可能性があります。 
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４ 申請手続き  

 

（１）受付期間と手続きの流れ 

第８回募集 

受 付 開 始 令和８年４月 20日 

受 付 期 限 令和８年７月 15日 

※ 補助申請の流れは８ページの「Ⅱ 事業スキーム」を参考にしてください。 

 

（２）問い合わせ先 

ＬＰガス高騰対策緊急支援事業補助金事務局 

（住所）   〒951-8131 新潟県新潟市中央区白山浦一丁目 636-30 

              新潟県中小企業会館内 

（電話番号） 025-210-5520 

（メール)     ngt-shiengk@shirt.ocn.ne.jp 

（受付時間） ９時から 17時まで（土日祝日及び 12時～13時を除く） 

 

（３）提出書類の入手先 

  ・本申請要領及び申請書類一式は新潟県ホームページからダウンロードできます。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/lpgashojyo.html 

 

（４）提出先 

・新潟県ＬＰガス協会 

※ 郵送または持参によりご提出ください。郵送の場合は、必ず封筒等に「ＬＰガス高騰対

策緊急支援事業補助金 交付申請書類在中」と記載ください。 

※ 持参の場合は、提出先（新潟ＬＰガス協会）の営業時間内に提出してください。 

 

（５）応募件数 

同一事業者からの申請は１件に限ります。 

※ 複数の屋号を使用している個人事業主、複数の部門や事業部等を有する法人も、申請は

１件のみです。 

 

（６）提出資料 （本ページ末尾の【提出資料一覧】を参照） 

・提出書類の用紙サイズは全てＡ４判で統一（Ａ４判より小さい書類はＡ４判用紙に貼付）

してください。 

・書類は全て片面印刷で、No１から No６まで各１部ずつ、各書類をクリップ留めしたものを

提出してください。 

・必要に応じて追加資料の提出および説明を求めることがあります。 

また、申請書類等の返却はいたしません。 
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（７） その他 

・郵便物が料金不足で届いた場合、申請書を受け付けることができませんので、十分にご注

意ください。 

 

 

【提出資料一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 審査  

 

（１）  審査方法 

補助金の採択審査は、非公開で提出資料により行いますので、不備のないよう十分 

ご注意ください。  

  
（２） 結果の通知  

申請者全員に対して、交付決定または不交付決定の結果を書面で通知します。  

※審査結果の内容についての問い合わせには応じかねます。  

※本補助金はすべての申請書が揃ってから、予算の範囲内で交付金額を決定したのち、 

支払う予定としております。そのため、補助金が支払われるのは、８月以降となる見込

みです。 

  

  

№ 申請書類の区分 

１ 申請書類チェック表 

２ 補助金交付申請書兼実績報告書（別記第１号様式） 

３ 事業者要件の確認及び補助額算定書(別記第２号様式) 

４ 
令和８年１月から令和８年３月までの LPガスの使用量が分かる資料（請求書のコ

ピー） 

５ 誓約書（別記第３号様式） 

６ 

振込先の通帳等の写し(振込先が分かる資料) 

※当座：当座勘定照合表 

普通：通帳おもて面及び通帳を開いた１・２ページ目等 
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６ 補助事業者の義務  

 

補助金交付決定を受けた事業者は、以下の条件を守らなければなりません。また、申請要領２

ページ記載の「重要事項」について、十分にご留意ください。 

 

（１）補助金の交付  

補助金は経理上、支払い額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであ

り、法人税・所得税の課税対象となります。  

  

（２）補助対象事業の経理  

補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業完

了後、当該年度の終了後５年間保存しなければなりません。  

  

７ その他 

 

（１）補助金支払い後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の

返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。  
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Ⅱ 事業スキーム 
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① 事業の問合せ 

 

 ② 問合せへの回答 

③ 申請書一式提出 

④ 交付決定及び額の確定 

⑤ 補助金の支払い 

（不明点等がある場合） 
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Ⅲ 申請書類様式 
（申請される際は、別添の申請書様式（エクセルファイル）をご使用ください） 

 
 


